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報 告 事 項 説 明 書 

 

令和５年矢板市議会定例会第３９０回定例会議に報告いたします事項について、

御説明申し上げます。 

 

報告第１号 令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告については、矢

板市の令和４年度決算における実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率

及び将来負担比率並びに公営企業会計の資金不足比率について、法の定めるところ

により、監査委員の意見を付けて、報告するものであります。 

 

 

        参 考  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（抜粋） 

（健全化判断比率の公表等） 

第３条 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やか 

に、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以 

下「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書 

類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報 

告するとともに、当該健全化判断比率を公表しなければならない。 

以下省略 

 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前 

年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎と 

なる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金 

不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

以下省略 
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